


労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

名
称
等
の
表
示
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加

譲
渡
又
は
提
供
時
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
及
び
一

・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
等
」
と
い
う
。
）

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業
務
の
追
加

有
害
な
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
及
び
有
害
な
業
務
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の

に
対
し
て
行
う
健
康
診
断
の
対
象
業
務
と
し
て
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を

追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務
の
追
加

都
道
府
県
労
働
局
長
が
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務
に
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
を
取
り
扱
う
業
務
（
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
お
け
る
印
刷
機
そ
の
他
の
設
備
の
清
掃
の
業
務
に
限
る
。
）
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。



第
四

特
定
化
学
物
質
の
追
加

特
定
化
学
物
質
の
第
二
類
物
質
に
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
等
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

適
用
除
外

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
つ
い

て
は
、
作
業
主
任
者
の
選
任
を
す
べ
き
業
務
、
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
業
務
及
び
健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業

務
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


